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川崎市信用保証等促進事業補助金交付要領 

（通則） 

第１条 川崎市信用保証等促進事業補助金の交付については、「川崎市補助金

等の交付に関する規則」(平成１３年川崎市規則第７号)及び「川崎市中小企

業融資制度要綱」によるほか、この要領に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要領は、川崎市内の中小企業者等が必要とする事業資金の融通を

円滑にするために、保証料補助金及び代位弁済補助金を、川崎市信用保証協

会に対し交付することにより、川崎市内の中小企業者等の振興を図ることを

目的とする。 

（定義） 

第３条 この要領における用語の定義は、それぞれ次の各号の定めるところに

よる。 

(１) 「要綱」とは、川崎市中小企業融資制度要綱をいう。 

(２) 「補助金」とは、要綱において定める特別保証料率に係る保証料補助金並

びに代位弁済に係る代位弁済補助金をいう。 

(３) 「保証協会」とは、川崎市信用保証協会をいう。 

(４) 「保証協会負担率」とは、代位弁済が発生したときに、中小企業信用保

険法（昭和２５年法律第２６４号）に基づき保証協会が負担する保険非 

填補率を言う。ただし、中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）

第１２条に規定する経営安定関連保証で、一般社団法人全国信用保証協

会連合会または一般財団法人生活用品振興センターからの補償を受ける

ときは、当該填補率を控除して保証協会が負担する保険非填補率を算出

する。 

(５) 「回収率」とは、保証協会前年度回収率と全国信用保証協会前年度平均回

収率を比較して、高い回収率をいう。なお、保証協会前年度回収率と全

国信用保証協会前年度平均回収率は、帳簿求償権回収額を期首帳簿求償

権残高と期中代位弁済額の合計額で除して算出する。 

（６）「元利」とは、主たる債務及び利息をいう。 

（補助対象） 

第４条 要綱第１０条第２項に基づき交付する保証料補助金の対象は、要綱別

表第２に定める特別保証料率を適用する資金に係る当初融資実行時又は条件

変更時に生じる保証料とする。ただし、いずれの資金においても、信用保証

書の有効期間内（保証承諾翌日から起算して最大６０日以内）に何らかの事

由により融資実行がされなかったものは保証料補助金の対象とならない。 

２ 保証料補助金の川崎市の会計年度ごとの補助対象は、保証協会が当該年度

の４月から翌年３月までに、保証承諾は実行処理、条件変更は決定したもの

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、保証料補助金の精算等により保証協会に未収が

生じた場合は、異なる会計年度の保証料も保証料補助金の対象とする。 
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４ 代位弁済補助金の対象は、別表に掲げる資金に係る中小企業信用保険法に

基づき保証した債務について代位弁済したもののうち元利の合計額とする。 

５ 代位弁済補助金の川崎市の会計年度ごとの補助対象は、当該年度の４月か

ら翌年３月までに、保証協会が代位弁済したものとする。 

（補助額） 

第５条 保証料補助額については、保証協会所定の保証料率で算定した全体の

保証料額に要綱別表第２に定める市補助料率を乗じて、保証協会所定の保証

料率で除した額とし、１円未満の端数については、事前に市の了承を得た場

合を除き、切り捨てるものとする。 

２ 代位弁済補助額については、次の計算式により算出される補助額の合計を

上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、代位弁済補助額の

１円未満の端数については切り捨てるものとする。 

(１) 責任共有制度対象（負担金方式） 

代位弁済元利額× ８０％×（１００％－回収率） 

×保証協会負担率×別表に掲げる補助率 

(２) 責任共有制度対象（部分保証方式）及び責任共有制度対象外 

代位弁済元利額×１００％×（１００％－回収率） 

×保証協会負担率×別表に掲げる補助率 

（交付の申請及び実績報告書） 

第６条 保証協会会長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付

申請書及び実績報告書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する補助金交付申請書及び実績報告書は、原則として補助対

象の算定期間を次の期間に分けて提出するものとする。 

(１) 保証料補助金 

 ４月分から３月分を各月ごとの申請 

(２) 代位弁済補助金 

ア ４月分から９月分まで 

イ １０月分から１２月分まで 

ウ 翌年１月分から３月分まで 

３ 第１項に規定する申請書及び実績報告書には次の各号に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(１) 明細書 

ア 保証料補助金申請 

制度融資コード、保証番号、金融機関名、保証日、貸付実行日、保

証金額、貸付金額、保証期間、当初据置計算期間 当初分割計算期間、

当初据置金額、当初分割係数、保証協会適用保証料率、市補助料率、

状態、変更決定日、条変番号、請求金額を保証案件ごとに明記したも

の。 

イ 代位弁済補助金申請 

顧客番号、保証番号、金融機関、保険填補率、本市以外の填補率、
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責任共有方式、代位弁済日、保証期間の始期及び終期、利益喪失日、

当初保証金額、貸付金額、保証割合、代位弁済金額（元金及び利息）、

市の代位弁済補助金額、適用回収率、市の代位弁済補助率など市の補

助金額を代位弁済案件ごとに明記し、算定根拠を確認できるもの。 

(２) 事業実績報告書 

（交付の決定及び額の確定の通知） 

第７条 市長は前条の補助金交付申請及び実績報告書（第１号様式）を受理し

た場合は、申請書等の内容を審査し、その他必要に応じて現地調査を行い、

その内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、そ

の内容、条件等について補助金交付決定及び交付確定通知書（第２号様式）

により、保証協会会長に通知する。 

２ 前項の申請書等の審査において、市長が調査を必要と認めるときは、保証

協会はこれに協力しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条 補助金は、第７条による通知後、保証協会会長からの請求により交付

する。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、保証協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３)  補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき

市長が行った指示又は命令に違反したとき。 

（期中管理事務） 

第10条 保証協会は、期間延長及び返済方法の変更等条件変更に係る事務につ

いては、債務者の再生支援を考慮し、資金繰り安定と代位弁済抑制の観点か

ら、補助金交付のない保証案件と同様に行わなければならない。 

（補助金交付後における債権の管理） 

第11条 保証協会は、代位弁済に係る補助金交付後においても、求償に係る債

権の管理及び回収については、補助金交付のない求償にかかる債権と同様の

注意をもって行わなければならない。 

（繰上返済等に伴う保証料補助金の返還） 

第12条 保証協会は、次の各号に該当する場合は、市に対し保証料補助金を返

還しなければならない。 

(１) 平成２０年度以降保証受付をしたもので、第４条第１項の規定により既

に交付した補助金が、繰上返済及び条件変更を行ったことより差額が生じ

たとき、または、決定内容を変更及び取消をしたこと等により差額が生じ

たとき等 

(２) 次のいずれかに該当する資金で、保証承諾をしたものが平成２０年度以

降繰上返済及び条件変更を行ったときに生じる保証料補助金の返還金 
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ア 金融対策特別融資のうちの緊急経済対策融資 

イ 緊急経済対策特別融資 

２ 前項に規定する市への保証料補助金の返還は、前月対象分の明細書及び保

証料補助金の返還に関する実績報告書（第３号様式）を毎月１０日までに提

出するものとし、市が交付する納入通知書により納入しなければならない。 

３ 前項の明細書には、制度融資コード、保証番号、金融機関名、保証日、貸

付実行日、保証金額、貸付金額、保証期間、地公体補助額、受入済地公体補

助額、市補助料率、完済日、完済処理日、状態、返戻種類、返戻金額、変更

決定日を保証案件ごとに明記する。 

（補助金の調査等） 

第13条 市長が、地方自治法第２２１条に基づく調査又は報告を求めたときは、

保証協会はこれに応じなくてはならない。 

２ 保証協会は、補助金の経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助金の額が確定した日の属する会計年度の

終了後10年間保存しなければならない。 

（協議事項） 

第14条 この要領に疑義を生じた場合、またはこの要領に定めるもののほか必

要な事項は、川崎市と保証協会が協議して定める。 

 

附 則  （平成１９年２月７日１８川経融第３３５号） 

（施行期日） 

この要領は、平成１９年２月７日から施行する。 

附 則  （平成２０年２月２５日１９川経融第３３６号） 

（施行期日） 

この要領は、平成２０年２月２５日から施行し、平成１９年度の予算に係る

補助金から適用する。 

附 則  （平成２０年７月３０日２０川経融第１４２号） 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２０年７月３０日から施行する。 

（繰上返済等に伴う保証料補助金の返還に関する経過措置） 

２ 改正後の要綱第１８条第２項の規定による保証料補助金の返還に係る明細

書の提出期日は、平成２０年７月対象分以降とし、それ以前の対象分に係る

明細書の提出期日は、平成２０年８月１日までとする。 

附 則  （平成２２年９月３０日２２川経融第１３３号） 

（施行期日） 

この要領は、平成２２年９月３０日から施行する。 

附 則  （平成２３年９月７日２３川経融第１６６号） 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の要領第５条第２項の規定による代位弁済補助金については、平
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成２３年１月から同年９月までに代位弁済したものについても対象とする。  
附 則  （平成２４年３月１５日２３川経融第３１１号）  

（施行期日等） 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要領第５条第２項の規定による代位弁済補助金については、平

成２４年１月から同年３月までに代位弁済したものについても対象とする。  
附 則  （平成２５年３月２８日２４川経融第３２９号）  

（施行期日等） 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則  （平成２６年３月１１日２５川経融第２６２号）  
（施行期日等） 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則  （平成２７年３月３日２６川経融第２２１号）  
（施行期日等） 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。   

附 則  （平成２８年３月３１日２７川経融第２６９号）  
（施行期日等） 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。   

附 則  （平成２９年３月２３日２８川経融第２０７号） 

（施行期日等） 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。   

附 則  （平成３０年３月３０日２９川経融第１８５号）  
（施行期日等） 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則  （平成３１年４月２６日３１川経融第３８号）  
（施行期日等） 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。  

附 則  （令和２年３月２３日３１川経融第１６６号）  
（施行期日等） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  （令和２年５月１５日２川経融第９４号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和２年５月１５日から施行し、令和２年５月１日から適用す

る。 

附 則  （令和３年６月１４日３川経融第７７号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和３年６月１４日から施行し令和３年４月１日から適用する。 

附 則  （令和４年７月１日４川経融第１２４号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和４年７月１日から施行する。 
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附 則  （令和５年３月２日４川経融第４９９号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和５年３月２日から施行し、令和５年２月１日から適用する。 

附 則  （令和５年３月２４日４川経融第５１７号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  （令和６年３月１５日５川経融第５３８号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則  （令和７年３月２４日６川経融第５８２号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則  （令和８年３月１７日７川経融第４９６号） 

（施行期日等） 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表 

・令和８年３月３１日保証申込受付分まで 

資金名 補助率 

振興資金 ３０％ 

小規模事業資金・小口零細対応小規模事業資金 ３０％ 

経営安定資金 ３０％ 

産業立地促進資金 ５０％ 

創業支援資金 ３０％ 

流動資産担保資金 ３０％ 

福祉関連産業育成資金 ３０％ 

ＮＰＯ法人支援資金 ３０％ 

東日本大震災復興緊急特別融資 ５０％ 

川崎市事業承継特別保証資金 ３０％ 

川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金 ３０％ 

その他市中小企業融資制度の資金 ３０％ 

・令和８年４月１日保証申込受付分以降 

資金名 補助率 

振興資金 １０％ 

小規模事業資金・小口零細対応小規模事業資金 ２５％ 

経営安定資金 ３０％ 

創業支援資金 ５０％ 

産業立地促進資金 ５０％ 

流動資産担保資金 １０％ 

事業承継特別保証資金 ５０％ 

 


